
（一財）ソフトウェア情報センター ソフトウェア紛争解決センター 

三木 茂（みき しげる） 

職  業 弁護士 
事 務 所 スクワイヤ外国法共同事業法律事務所 
住  所 東京都渋谷区広尾１－１－３９ 恵比寿プライムスクエアタワー１６階 
電話番号 ０３－５７７４－１８００ 
【主な経歴】 
学歴 
昭和 43 年 中央大学法学部卒業 
昭和 43 年 同大学大学院法学研究科入学 
昭和 44 年 中央大学大学院法学研究科中退 
昭和 49 年 第二東京弁護士会弁護士登録 
昭和 54 年 米国ニューヨーク大学大学院法学修士課程取引法専攻 

（LL. M in Trade Regulation） 
昭和 55 年 同大学院取引法法学修士号取得 
 
職歴 
（財）ソフトウェア情報センターによるソフトウェアの法的保護委員会委員長 
（社）デザイン保護協会による著作権問題検討委員会委員（平成 8 年～平成 10 年） 
中央大学法学部講師（工業所有権法担当）（平成 1 年 4 月～平成 10 年 3 月） 
現在、スクワイヤ外国法共同事業法律事務所シニア・カウンセル、（一財）ソフトウェア情

報センター副理事長 
【主な取扱分野】 
①知的財産権法（特にコンピュータなどハイテク分野における特許、著作権、商標、不正競

争防止法など） 
②会社法全般（M & A、証券取引法、独禁法など） 
③国際取引（海外での M & A、コンピュータソフトウェア及びデータベースなどのハイテク

分野における知的財産取引） 
【著書等】 
「アメリカ著作権法上のフェアユースドクトリン」（コピライト） 
「日本における人工知能のプログラムの法的保護」（WIPO シンポジウム論文） 
「プログラム著作権侵害訴訟」（青林書院「裁判実務体験２７」掲載） 
編著「ビジネス方法特許と権利行使・仮想事例による日米欧の理論と実際」日本評論社 
「中古ソフト販売（東京）事件」（別冊ジュリスト著作権判例百選） 
その他多数 

（2019 年 8 月 19 日更新） 


